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事例１  脳梗塞による⼊院後、通院による治療と仕事の両⽴

を⽬指す事例 
 

A さん 
治療の状況 企業の状況 

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

４0 歳代 

男性 
脳梗塞 薬物療法 中⼩企業 

正社員 
（建設業、 

技能労働者） 
なし 

 

（１）事例の概要 

ア 基本情報 
A さんは、従業員数が 40 名ほどの建設会社に勤務する 40 歳代男性である。従業員のう

ち 35 名が技能労働者として建設現場で働いており、A さんは５⼈１班のチームの⼀員と

して、⾼所作業や重機操作などに従事している。A さんは経験年数が⻑いことから、職場

の同僚や共同作業者から頼りにされている。 

1 ⽇当たりの所定労働時間は 8 時〜17 時（休憩 1 時間、週 5 ⽇間）であり、⼯期の進

み具合によって時間外労働や休⽇出勤もある。建設現場によっては夜勤や交代勤務の場合

もあるほか、通勤時間（⾃動⾞通勤）も様々である。従業員規模が⼩さく、産業医は選任

していない。 

 

イ 両⽴⽀援を⾏うに⾄った経緯 
ある⽇、A さんは突然、右半⾝の脱⼒と呂律のまわりにくさ、ふらつきを覚え、救急⾞

を要請したところ、搬送先の病院で脳梗塞と診断され、緊急⼊院することとなった。治療

や検査、リハビリテーションのために２週間ほど⼊院することになったが、退院後も２週

間ほどは⾃宅療養するようにとの主治医の指⽰があったため、A さんは職場に相談して休

業することとした。 

治療が功を奏し、退院２週間後の検査でも顕著な後遺症は認められず、主治医からは通

院による治療を受けながら仕事に復帰できるだろうとの意⾒をもらった。A さん⾃⾝とし

ては、建設現場での仕事の継続を希望するものの、⾃宅療養中にふらつきを覚えることが

あり、⾼所作業を含む元の仕事への復帰に不安を感じていた。そのため A さんは上司に対

し、主治医からはそろそろ職場復帰可能であること、定期的な通院が必要であること、ふ

らつきがあり、仕事に影響があるかもしれないことを伝え、復職について相談することに

した。相談を受けた A さんの上司は、どのような就業上の措置や配慮が必要であるか判断

しかねたため、産業保健総合⽀援センターに相談し、まずは主治医の意⾒を求めることと

した。 
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（２）様式例の記載例 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 
A さんと上司とで復職後の働き⽅について話し合った結果、建設現場で勤務することを

念頭に、ふらつき等の症状がいつまで続くのか、⾼所作業や重機操作といった元の仕事が

継続できるかどうかを勤務情報提供書を通じて主治医に意⾒を求めることとした。 

 

イ 主治医意⾒書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、A さんに仕事の内容や職場

環境、復職に向けて悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された

質問内容を中⼼に、主治医意⾒書を作成した。 

通院は今後⽣涯にわたり必要となる可能性があるため、通院への配慮が得られるよう、

頻度を明記した。ふらつきが残っていることから、⾼所作業や重機操作のほか、夜勤を避

けたほうが望ましく、その期間についても現時点の⾒解として記載した。治療の副作⽤に

より出⾎が⽌まりにくくなっているため、早めに医療機関を受診させるべき条件について

も明記した。 

 

ウ 職場復帰⽀援プラン 【事業者において作成】 
主治医意⾒書を踏まえ、再度 A さんと上司とで話し合った結果、最初の 2 か⽉は夜勤

務・残業・遠隔地勤務を避け、⾼所作業や重機操作も禁⽌することとし、これらの就業上

の措置・配慮が可能な建設現場にて勤務することにした。班編成の変更が⽣じることから、

本⼈の同意を得て、同僚にも経緯を説明し、協⼒を求めるとともに、早めに医療機関を受

診することが望ましい状況についても共有した。 

⾼所作業や重機操作に関しては、復職から２か⽉後に再度主治医から意⾒を聴取し、プ

ランの⾒直しを⾏うこととした。 

 

（３）その他留意事項 
⾼所作業や重機操作といった業務は、脳卒中による意識障害や運動⿇痺などによって転落

や激突などの事故につながる恐れがある。そのため、危険を伴う作業では、特に症状や後遺

症がない場合でも、再発の可能性を考慮し、本⼈及び周囲の労働者の安全を確保するための

措置を講じる必要がある。ただし、再発の可能性を過剰に⾒積り、過度に就業制限を⾏うこ

とは適切でないことから、就業上の措置や配慮等を⾏う場合には、主治医や産業医等の医師

の意⾒を⼗分に勘案する必要がある。 

なお、脳卒中の再発の危険因⼦として、寒冷暑熱環境での作業や過重労働、喫煙（受動喫
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煙を含む）、本⼈の糖尿病や脂質異常症、⾼⾎圧などの基礎疾患等がある。こうした要因の

改善も、治療と仕事の両⽴を⾏う際の重要な視点である。 
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事例１（脳卒中）：勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    

  

・通院や体調管理のために利⽤可能な有給休暇に関す

る情報を記載 

・必要に応じて新規付与のタイミングや付与⽇数、単

位（１⽇、半⽇、時間単位）等を記載 

・労働者本⼈と話し合い、現時点で想定している復職

後の働き⽅について記載し、事業者や労働者が悩ん

でいること、主治医に相談したいこと等、特に主治

医の意⾒がほしい点について明記 

・職場として対応可能な配慮について記載しておくと

主治医は意⾒を書きやすい 

医療機関が確認する際のポイント 

・治療と仕事の両⽴のために利⽤可能な制度を明記 

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差出勤

制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワーク）、試

し出勤制度など） 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管

理などの⽀援が可能な体制があるかどうかを確認 

・特に意⾒を求められている点について確認 

・軽度のふらつきがあることや危険作業があること

を踏まえ、復職の可否や必要と考えられる配慮を

検討 

・症状が軽度であっても業務内容との相性によって

は業務遂⾏に⼤きな⽀障や安全上のリスクが⽣じ

る場合があることに注意が必要 

・病気の再発防⽌や安全確保のために、職場におい

て必要と考えられる配慮や注意事項を検討 

・通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利⽤で

対応可能かどうか、労働者と確認 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予

定であるのかを確認 

・特に、危険作業の内容や屋外での作業環境等につい

て確認 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不

安の有無等について確認 

・労働者本⼈が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認した上で署名 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

・現在の業務内容を継続することを念頭に、具体的に

仕事の内容を記載 

・復職の可否について主治医の意⾒を確認するに当た

り、危険作業や屋外での作業環境など、仕事の特徴

を記載 

・情報の提供・活⽤⽬的の明記が必要 
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事例１（脳卒中）：職場復帰の可否等について主治医の意⾒を求める際の様式例（主治医意⾒書）の記載例 

 
 

 

  
  

・措置期間後は必要に応じてプランの⾒直しや主治医

の意⾒の確認を⾏うことを想定 

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意⾒を求める

時期の⽬安になる 

・⼈事部等の⾮医療職も閲覧することが想定されるため、可

能な限り専⾨⽤語を避け、平易な⾔葉で記載 

・勤務情報提供書に記載されていた復職後の働き⽅につい

て、現在の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職につ

いての検討が可能かどうか意⾒を記載 

・ガイドラインで⽰された情報の取扱いに則り情報を

取り扱う 

・勤務情報提供書に記載した働き⽅によって復職が可

能と考えられるかどうか、主治医の意⾒を確認 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のもの

か、望ましいものであるかが識別できるように記載 

・必要な業務上の配慮として、⾼所作業等の危険作業は当

⾯控えるなど、具体的な内容や配慮期間などを記載 

・従来の仕事に戻る際など、再度医師の意⾒を求めること

が望ましい場合は、その時期も含めて記載 

  ・通院などのために職場での配慮が⻑期にわたり必要と想

定される場合には、今後の治療⽅針について、通院頻度

等を含めて記載 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・重機操作や夜勤を避けるなど、⼀時的に業務内容

や働き⽅を変更する必要がある場合は、対応を検

討 

・再度主治医の意⾒を求める必要がある場合、その

時期の⽬安等を確認 

・業務内容の変更や現場での配慮のために、同僚等

への説明・調整が必要な場合には、労働者本⼈の

同意を得て、必要な範囲で情報を共有し、対応を

検討 

・業務内容や働き⽅を変える場合など、再度主治医

の意⾒を求めることが望ましい場合がある点に留

意 

・労働者本⼈が主治医意⾒書の内容を理解・把握できるよ

う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 

・主治医意⾒書の内容について、労働者本⼈の理解・

同意が得られていることを、署名欄を活⽤するなど

して確認 
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事例１（脳卒中）：職場復帰⽀援プランの記載例 

 

 

 

   

・再度主治医に意⾒を求める時期やプランを⾒直す時

期を記載 

・本⼈や上司等が気を付けるべき事項があれば記載 

・早期に医療機関を受診すべき条件や、⽔分補給や休

憩時間の確保等、必要な配慮を記載 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

・就業上の措置として、配慮すべき内容と期間を設定 

・通院などの治療予定や、業務に際して注意すべき点

（出⾎が⽌まりにくいなど）を明記 

・主治医の意⾒を勘案し、労働者本⼈との話合いも踏

まえ、職場復帰⽀援プランを作成 

・治療の予定や症状の⾒通しなど、就業上の措置や配

慮を⾏うために必要な情報を整理 

事業者が作成する際のポイント 

・就業上の措置、配慮のために同僚等の協⼒が必要な

場合には、労働者本⼈の同意を得て、説明する内

容・対象者を明記 


